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次第

0.令和6年度改正に係る白井市の対応と

今後の見込みについて

1. ガイドライン等の改正について

2. 白井市の総合事業の現状について

3. 制度改正を踏まえた見直しについて

4. 報酬改定について

5. その他
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これまでの対応及び今後の見込み
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国 市

令和6年2月 説明会

令和6年4月 介護保険制度改正 報酬改定等一部反映

令和6年8月 地域支援事業実施要綱及び
総合事業ガイドライン改正

令和7年1月 意見交換会

令和7年10月 意見交換会

令和8年2月 説明会

令和8年4月 制度改正に適応の上報酬改定
訪問型生活支援サービスを２層へ

令和8年5月

令和8年6月 報酬改定 報酬改定
短期集中予防サービス開始予定

検討

検討

令和7年度介
護分野の職員
の賃上げ・職
場環境改善支
援事業（従前
相当・介護予
防支援）



1.ガイドライン等の改正について
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2.白井市の総合事業の現状につい
て
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国の類型に照らした市の総合事業実施状況（R.7)
従前相当 多様なサービス・活動

サービス・活動A
（多様な主体によるサービ
ス・活動）

サービス・活動B、
サービス・活動D【訪
問型のみ】
（住民主体による
サービス・活動）

サービス・活動C
（短期集中予防
サービス）

そ
の
他

指定 委託

訪問型
サービス

総合事業訪
問介護

訪問型生活支
援サービス

助け合い活動団体補
助
【訪問D】移送支援

こ
れ
ら
に
よ
ら
な
い
も
の

（
委
託
と
補
助
の
組
み
合
わ
せ
等
）

通所型
サービス

総合事業通
所介護

ミニデイサー
ビス

短期集中予防
サービス（試行
事業）

介護予防
ケアマネ
ジメント

○ ○ × △

その他
生活支援

①栄養改善を目的とした配食 ②住民ボランティアが行う見守り
③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問
型サービス・通所型
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通所Ｃのため
の移送支援

サービス・活動事業以外の関連事業

一般介護予防事業

1人暮らし高齢者等見守り事業（お元気見守り事業）生活支援

しろい楽トレ体操 通所Ｂ

いきいきボランティア



白井市のサービス・活動事業（現状）

サービス名称 対象者 サービス内容 コード

サービス・
活動A

訪問型生活支援サービス
事業対象者
要支援１
要支援２

週２回までの３０分～１時間未
満の生活支援員等による生活援
助

A3

従前相当
【総合事業
訪問介護】

訪問型サービ
ス(Ⅰ)

訪問型
サービス
（Ⅳ）

事業対象者
要支援１
要支援２
※基準に該
当すること

週１回程度の訪問介護員による
身体介護を含む支援

A2

訪問型サービ
ス(Ⅱ)

週２回程度の訪問介護員による
身体介護を含む支援

訪問型サービ
ス(Ⅲ)

週２回を超える訪問介護員によ
る生活援助又は身体介護を含む
支援

訪問型サービス（Ⅴ） 20～45分の生活援助中心

訪問型サービス（Ⅵ） 45分以上の生活援助中心

短時間の身体介護 20分未満の身体介護
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サービス名称 対象者 サービス内容 コード

サービス・
活動A

ミニデイサービス
事業対象者
要支援１
要支援２

2時間以上のサービス
しろい楽トレ体操やレクリエー
ション

A7

従前相当

総合事業通所介護

※原則、利用は
最長で6か月

事業対象者
要支援１
要支援２
※基準に該当する者

入浴などの身体的な日常生活の
支援
生活機能の改善・向上のトレー
ニング

A6



従前相当サービス
・専門職による専門的な支援ニーズに総合的に応えるサービス
・想定される対象者は、進行性疾患や病態が安定しない者など
・サービスの内容は総合的なものであるほか一定の制約有

【訪問型】
・身体介護・生活援助に該当する内容
を総合的かつ偏りなく老計１０号の範
囲内で実施することが求められる

【通所型】
・運動器機能向上サービス、入浴支援、
食事支援、送迎等を総合的に行うこと
が求められる。

・訪問介護員等による従前相当サービ
スについては、主に、認知機能の低下
等により日常生活に支障があるような
症状や行動を伴うケース等、訪問介護
員によるサービスが必要と認められる
場合に利用することが想定される

・多様なサービス・活動の利用が難し
いケース・不適切なケースや、専門職
の指導を受けながら生活機能の向上の
ためのトレーニングを行うことで生活
機能の改善・維持が見込まれるケース
等、通所介護事業所の従事者による専
門的なサービスが必要と認められる場
合に利用することが想定される

対象者の見直し
サービス・活動Aの提供内容等の見
直し

変更無し
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多様なサービス・活動A・B
・地域住民を含む地域の多様な主体により展開されるサービスや活動
・想定される対象者は、地域とのつながりの中で生活する要支援者等

・サービスの内容は高齢者の視点に立って検討される

【訪問型】
・内容は柔軟に提供可能とし、ケアマネ
ジメントにより、利用者の自立支援に資
する支援を提供する

【通所型】
・内容は柔軟に提供可能とし、ケアマネ
ジメントにより、利用者の自立支援に資
する支援を提供する

・高齢者が担い手となって活動（就労的
活動を含む）することができる活動
・介護予防のための地域住民等による見
守り的援助の実施
・高齢者の生活支援のための掃除、買物
等の一部の支援*を行う活動 等
*市町村の判断により老計10号の範囲を超え
てサービス・活動を行なうことも可能

・高齢者が担い手となって活動（就労的
活動を含む。）することができる活動
・セルフケアの推進のため一定の期間を
定めて行う運動習慣をつけるための活動
・高齢者の社会参加のための生涯学習等
を含む多様な活動を支援するもの
・住民や地域の多様な主体相互の協力で
行う入浴、食事等を支援する活動 等

老計10号の範囲を超えたサービス・活
動への転換
生活援助のみの場合は訪問A移行
弾力化への対応

短期集中予防サービスの本格実施に伴う
提供サービスの転換
弾力化への対応
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3.制度改正を踏まえた見直しにつ
いて
（１）利用対象者

➡従前相当サービスの利用要件変更

（２）サービス・活動Aの内容見直し

（３）弾力化

（４）介護予防ケアマネジメント
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（１）利用対象者
➡従前相当サービスの利用要件変更

実施方法 指定事業者が実施

想定される実施主体 介護サービス事業者等

基準 国が定める基準を例にしたもの

費用 国が定める額（単位数）

対象者 要支援者・事業対象者

サービス内容 【訪問型】
身体介護・生活援助に該当する内容を総合的かつ偏
りなく老計10号の範囲内で実施することが求められ
る
【通所型】
運動器機能向上サービス、入浴支援、食事支援、送
迎等を総合的に行うことが求められる

支援の提供者 国が定める基準による

16

従前相当サービスの基準等



従前相当サービス利用基準の変更（R6改正ガイドラインより）
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【訪問型サービス】
主に認知機能の低下等により日常生活に支障あるような症状や行動を伴うケース
等、訪問介護員による専門的なサービスが必要と認められる場合に利用すること
が想定される。

【通所型サービス】
多様なサービス・活動の利用が難しいケース・不適切なケースや、専門職の指導
を受けながら生活機能の向上のためのトレーニングを行うことで生活機能の改
善・維持が見込まれるケース等、通所介護事業者の従事者による専門的なサービ
スが必要と認められる場合に利用することが想定される。

内容：専門職による専門的な支援ニーズに総合的に応えるサービス
対象者：進行性疾患や病態が安定しない者



【現状】総合事業訪問介護 利用の判断基準
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●訪問型生活支援サービスでのサービス提供で
は支援がまかなえないこと

●下記の①～③のいずれかに該当すること

判断基準

□ ①身体介護を含む訪問サービスが必要

□

②身体介護はないが、訪問介護員による専門的対応が必要な
ケース
・認知機能の低下などによる専門的な対応が必要
・退院直後で状態に応じた専門的な対応が必要

□ ③週２回を超えるサービス提供が必要（要支援２のみ）



【改正】総合事業訪問介護 利用の判断基準
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●下記の①～③のいずれかに該当すること

判断基準 留意事項

□
①訪問介護員による専門的
な対応が必要な方

※１

□
②身体介護を含む訪問サー
ビスが必要な方

老計10号の範囲
を超えない

□
③週２回を超えるサービス
提供が必要な方

要支援２のみ

※１
①退院直後で状態が変化しや
すい
②認知機能の低下がみられ、
日常生活に支障がある
③精神疾患がある
④在宅酸素など医療面の観察
を必要とする
⑤進行性の疾患や難病がある

判断基準に該当しない方は、多様な主体によるサービス・活動事業や民間
サービスの利用へ移行。経過措置として３年間（R8.4～R11.3）を設ける。



•下記の①～④のいずれかに該当すること（③の
場合はA・Bに該当することが必要）

判断基準 留意事項

□
①入浴などの身体介護が必
要な方

提供しているかではな
く、介護の必要性で判
断する

□
②退院直後で状態が変化し
やすいなど、専門的なサー
ビスが特に必要な方

※１

□
③集中的に生活機能向上の
トレーニングを行うことで、
改善が見込まれる方

下記の２項目に該当す
ることが必要

□
④長時間の分離が必要な場
合（不適切な介護や高齢者
虐待の疑いなど）

□
A短期の介入によって生活
機能改善が見込めるケース

□
B生活機能改善に向けた意
思が明確であるケース

※１
①退院直後で状態が変化しや
すい
②認知機能の低下がみられ、
日常生活に支障がある
③精神疾患がある
④在宅酸素など医療面の観察
を必要とする
⑤進行性の疾患や難病がある

【現状】総合事業通所介護 利用の判断基準

総合事業通所介護（従前相当）の利用基準は変更なし。



従前相当サービスをケアプランに位
置付ける際の留意事項「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第1

号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について」抜粋

（介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント
業務に係る関連様式例記載要領）
（略）

３「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
（第1号介護予防支援事業）経過記録（サービス
担当者会議の要点を含む
（略）

④従前相当サービスを介護予防サービス計画原
案等に位置付けた場合には、その必要性につい
て理由を記載する。
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（２）訪問型サービス・活動A（訪問型生活支援
サービス）の内容見直し

•指定の枠組みである訪問型生活支援サービスの
大枠は変更せず、スライド２５・２６に記載の
「老計１０号１－６見守り的援助」の例示のう
ち○に該当するものは実施可能とする。

➡サービス内容を「週２回までの３０分～１時
間未満の生活支援員等による生活援助等」へ変
更

➡名称は変更せず、報酬を2層へ変更する。

※報酬改定については後ほど説明
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白井市のサービス・活動事業【訪問型】
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サービス名称 対象者 サービス内容 コード

サービス・
活動A

訪問型生活支援サービス
事業対象者
要支援１
要支援２

週２回までの３０分～１時間
未満の生活支援員等による生
活援助等

A3

従前相当
【総合事業
訪問介護】

訪問型サービス
(Ⅰ)

訪問型
サービス
（Ⅳ）

事業対象者
要支援１
要支援２
※基準に該当
すること

週１回程度の訪問介護員によ
る身体介護を含む支援

A2

訪問型サービス
(Ⅱ)

週２回程度の訪問介護員によ
る身体介護を含む支援

訪問型サービス
(Ⅲ)

週２回を超える訪問介護員に
よる生活援助又は身体介護を
含む支援

訪問型サービス（Ⅴ） 20～45分の生活援助中心

訪問型サービス（Ⅵ） 45分以上の生活援助中心

短時間の身体介護 20分未満の身体介護

従前相当サービスが専門職による専門的な支援ニーズに総合的に応えるサービスであると
明確化されたことから、従前相当とサービス・活動Aの併用は不可とする。



※次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。
①商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
②直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

２－０サービス準備等
サービス準備は、生活援
助サービスを提供する際
の事前準備等として行う
行為であり、状況に応じ
て以下のようなサービス
を行うものである。

２－０－１健康チェック
利用者の安否確認、顔色等
のチェック

２－０－２環境整備
換気、室温・日あたりの調
整等
２－０－３相談援助、情報
収集・提供
２－０－４サービスの提供
後の記録等

２－３ベッドメイク ○利用者不在のベッドで
のシーツ交換、布団カ
バーの交換等

２－４衣類の整理・被服
の補修

○衣類の整理（夏・冬物
等の入れ替え等）
○被服の補修（ボタン付
け、破れの補修等）

２－１掃除 ○居室内やトイレ、卓上等
の清掃
○ゴミ出し
○準備・後片づけ

２－５一般的な調理、配
下膳

○配膳、後片づけのみ
○一般的な調理

２－２洗濯 ○洗濯機または手洗いによ
る洗濯
○洗濯物の乾燥（物干し）
○洗濯物の取り入れと収納
○アイロンがけ

２－６買い物・薬の受け
取り

○日常品等の買い物（内
容の確認、品物・釣り銭
の確認を含む）
○薬の受け取り

24

２生活援助
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生
活の援助（そのために必要な一連の行為を含む）であり、利用者が単身、家族が障
害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものを
いう。（生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、
介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本とな
る行為であるということができる。）



老計１０号 １－６自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ・ＩＡ
ＤＬ・ＱＯＬ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等）

○ベッド上からポータブルトイレ等（いす）へ利用者が移乗する際に、転
倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う。

×

○認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行
うことにより、一人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援する。

×

○認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取
を支援する。

〇

○入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のための声か
け、気分の確認などを含む）

×

○移動時、転倒しないように側について歩く（介護は必要時だけで、事故
がないように常に見守る）

〇

○ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り中心で
必要な時だけ介助）

〇

○本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わ
ずに、側で見守り、服薬を促す。

〇

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓
（安全確認の声かけ、疲労の確認を含む）

〇

○ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを
理解してもらう又は思い出してもらうよう援助

〇
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○認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、
生活歴の喚起を促す。

〇

○洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すと
ともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。

〇

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでの
シーツ交換、布団カバーの交換等

〇

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・
被服の補修

〇

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、
後片付け（安全確認の声かけ、疲労の確認を含む）

〇

○車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよ
う援助

〇

○上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等で
あって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うこ
とが、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯＬ向上の観点から、利用者の自立支援・
重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの

ー
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老計１０号 １－６自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ・ＩＡ
ＤＬ・ＱＯＬ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等）

〇がついているものは訪問型生活支援サービスに含む。



軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
※軽度者＝要介護２までの人

• 全国一律の基準ではなく地域の実情に合わせた多様な
人材・多様な資源を活用したサービス提供をすること
が効果的・効率的である。（令和4年5月25日財政制度
等審議会）

…認知症の高齢者には総合事業はふさわしくないので
はないか

…現状の総合事業すらうまくいっていないのに、時期
尚早ではないか

• 現在の総合事業に関する評価・分析などを踏まえ包括
的に検討し、第10期計画期間の開始までに結論を得る。

→第10期計画まで先送り
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（３）弾力化



（４）介護予防ケアマネジメント
サービ
ス名称

対象者 現行 変更後 ｺｰﾄﾞ

介護予
防支援

予防給付
を受ける
居宅要支
援者

市が定める運営基準(条例)によ
り実施

変更無し 46

ケアマ
ネジメ
ントA

事業対象
者
要支援１
要支援２

予防給付における介護予防支援
と同様のプロセスを実施。

総合事業訪問介護（A2）
総合事業通所介護（A6)
短期集中予防サービス（試行）

予防給付における介護予防支
援と同様のプロセスを実施。

総合事業訪問介護（A2）
総合事業通所介護（A6)
短期集中予防サービス（＊）

AF

ケアマ
ネジメ
ントB

事業対象
者
要支援１
要支援２

予防給付における介護予防支援
を一部簡略化（サービス担当者
会議の開催・モニタリング）し
たプロセスを実施。

訪問型生活支援サービス(基本
型）（A3)
ミニデイサービス（A7）

予防給付における介護予防支
援を一部簡略化（サービス担
当者会議の開催・モニタリン
グ）したプロセスを実施。

訪問型生活支援サービス(基本
型）（A3)
ミニデイサービス（A7）（＊）

AF

ケアマ
ネジメ
ントC

なし
ケアマネジメント結果等記録
表を作成

AF

28（＊）ケアマネジメント結果等記録表作成で可➡スライド２９



短期集中予防サービスのみ利用の場合は赤枠を省略可能
ミニデイサービスのみ利用の場合は期間以外の赤枠を省
略可能

29

省略可

省略可

短期集中のみ
省略可



5.報酬改定について（R8.4～）
従前相当サービスは変更無し
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（１）訪問型生活支援サービス（A3)

【現行（令和8年3月31日まで）】 【令和8年4月1日から】

31

サービス名称 所定単位数

訪問型生活支援
サービス

203単位/回

サービス名称 所定単位数

訪問型生活支援
サービス

205単位/回

訪問型生活支援
サービス
（見守り的援助含む）

213単位/回



（２）ミニデイサービス（A7)

• ミニデイサービスにおける報酬単位を変更します。

【現行（令和8年3月31日まで）】 【令和8年4月1日から】
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対象 区分 所定単位数

要支援１・
事業対象者

2時間から
4時間

305単位/回
（1259単位/月）

4時間以上 327単位/回
（1349単位/月）

要支援２

2時間から
4時間

313単位/回
（2535単位/月）

4時間以上 335単位/回
（2716単位/月）

対象 区分 所定単位数

要支援１・
事業対象者

2時間から
4時間

310単位/回
（1277単位/月）

4時間以上 331単位/回
（1366単位/月）

要支援２

2時間から
4時間

317単位/回
（2571単位/月）

4時間以上 340単位/回
（2752単位/月）

※（ ）内：1月の上限単位数



5.その他
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次の要件を満たす方 サービスの内容

生活のしづらさが出てき始めた高齢
者に対して、保健・医療・介護の専
門職が短期集中的に関わることで、

その生活上のつまづきを具体的に解
決し、できるだけ短期間のうちにも
との生活を取り戻して元気になって
もらい、

地域での自分らしい もとの生活を
継続してもらう（目的）

リエイブルメント：元の生活を取り
戻す支援

※別途、説明会を実施予定



ご視聴くださり
ありがとうございました。
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「さまざまなつまづきを経験した人が、望む生活・
元の生活を取り戻せる地域」

を関係者の皆さんと作りあげていきたい！

包括 ケアマネ・
事業所リハ職

行政

説明動画におけるご質問は
『質問書』をmail又はFAXで
mail：houkatsu-suishin@

city.shiroi.chiba.jp
FAX:047-491-3551

生活支援コーディネーター


